
堺市教職員懲戒等審査会 審査概要 

 

１ 日時 

  令和 4年 9月 5日（月曜）午前 9時 30分から午前 10時 50分まで 

 

２ 場所 

  堺市役所高層館 10階 教育委員室 

 

３ 内容 

案件 事案概要 答申結果 

1 

令和 4 年 7 月下旬、大阪府内において女子児童に声を掛

け、人気のない駐輪場に連れて行き、下半身を触ったり、ス

マートフォンで写真を撮ったりするなどのわいせつ行為を

行った。 

免職 

2 

令和 4 年 6 月 30 日（木）、生徒 2 名に対して体罰を行

った。うち、1 人の生徒については、蹴る、胸ぐらをつかむ、

髪の毛をつかんで 3 階から 1 階まで下ろすなど、全治 1 

週間のけがを負わせた。 

停職 3月 

3 
上記 2の行為を傍で見ていて、体罰と認識していたにもかか

わらず、制止しなかった。 

減給 

10 分の 1 

1月 

 


